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令和７年度埼玉県公園緑地協会ホームページ広報事業業務委託 企画提案競技実施要項 

 

令和７年度埼玉県公園緑地協会ホームページ広報事業業務委託について、下記のとおり企

画提案競技を実施する。 

 

記 

 

１ 企画提案の目的 

 ・ 埼玉県公園緑地協会（以下「協会」という。）ホームページに管理運営する公園等の

旬な情報を掲載することにより、協会が管理運営する公園を魅力的に紹介し、県営公園

への誘客及び公園の利用促進を図ることを目的とする。 

 ・ 協会の発信力強化を目的としたコンテンツの企画、制作、編集等の業務について、専

門的知識及び技術を有し、当該業務を行う者を企画提案競技により選定する。 

 

２ 募集概要 

（１）業務名 

令和７年度埼玉県公園緑地協会ホームページ広報事業業務委託 

（２）契約期間 

   令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

（３）業務内容 

   別紙「令和７年度埼玉県公園緑地協会ホームページ広報事業業務委託 仕様書」（以

下「仕様書」という。）のとおり。 

（４）委託上限金額 

   ３，５００，０００円（消費税及び地方消費税（税率の合計１０％）を含まない。） 

   なお、委託料は業務完了検査に合格した後、精算払により支払う。 

 

３ 参加資格 

  企画提案に参加する者は、次の項目を全て満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当するものでな

いこと。 

（２）実施要項のホームページ公開日から契約者決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入

札参加停止等の措置要綱（平成 21年 3月 31 日付け入審第 513号）に基づく入札参加停

止措置を受けていない者であること。 

（３）法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等納付すべき税金を滞納し

ていない者であること。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てをしていない

者であること及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立

てをしていない者であること。 
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（５）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下この項目において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与してい

ないこと。埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（令和４年４月１日）に基づく入札

参加除外措置を受けていない者であること。 

（６）埼玉県内に本店又は契約の主体となる支店営業所等を有すること。 

（７）契約期間中、安定的に事業を運営する能力を有し、かつ事業の目的を達成できる法人

そのほかの団体であること。 

（８）埼玉県の条例等において不適切な要件に該当しない者であること。 

（９）当該企画提案コンペに関わる契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得

ない者でないこと。 

 

４ 質問事項の受付 

  本要項及び仕様書 の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。 

（１）受付期間 

令和７年２月１７日（月）９時から令和７年２月２１日（金）１２時（厳守） 

 

（２）受付方法 

質問書（様式１-１及び１－２）に記入の上、電子メールで提出すること。なお、送

信後、電話で着信確認すること。電話等による質問には簡易なものを除き応じない。 

   ＜受付＞ 

    公益財団法人埼玉県公園緑地協会 経営企画部企画課 

（E-mail）kikaku＆parks.or.jp（＆を@に変換してください） 

（電 話）０４８－６４０－１５９３ 

 

（３）回答方法 

質問に対する回答は、 質問した法人名等を伏せた上で、 令和７年２月２７日（木）

までに 本実施要項を掲載したホームページに掲載する。 

ただし、内容によっては以下による方法で回答する場合がある。 

ア 内容の集約による回答 

趣旨が同じ質問は、集約して回答する場合がある。 

イ 質問者のみに回答 

参加資格に関することは、質問者に対してのみ回答することがある。 

ウ その他 

質問内容によっては回答しない場合がある。 

 

５ 企画提案競技参加希望書（様式２-１及び２-２）の提出 

（１）提出期間 

令和７年２月２７日（木）９時から令和７年３月３日（月）１２時（厳守） 
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（２）提出方法 

電子メールにて提出とする。なお、送信後必ず電話で着信確認をすること。 

 

（３）提 出 先 

公益財団法人埼玉県公園緑地協会 経営企画部企画課 

（E-mail）kikaku＆parks.or.jp（＆を@に変換してください） 

（電 話）０４８－６４０－１５９３  

 

６ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

企画提案に当たっては、以下の書類を提出すること。 

 

  ア 企画提案書（様式３号） 

法人・団体名、代表者名、代表者印、担当者氏名、連絡先等を記載 

 

  イ 企画提案説明書（任意様式） 

６（２）「企画提案説明書の記載事項（企画提案の内容）」及び仕様書に基づいて、

Ａ４版・両面（１０頁以内）で作成すること。 

 

ウ 委託金額の見積書 （任意様式） 

（ア）「２（４）委託上限金額」の範囲内で作成すること。 

（イ）必要な経費の内訳を記載すること。 

（ウ）宛名は、「公益財団法人埼玉県公園緑地協会 理事長 安藤 宏」とすること。ま

た、代表者印を押印すること。 

 

エ 過去実績概要（任意様式） 

過去５年以内の同種業務の作成実績をまとめたもの。実施年度、発注者、委託金額、

事業名を記載すること。  

 

  オ 法人・団体の概要がわかるもの（既存のパンフレット等でも可） 

 

カ 定款の写し及び登記事項証明書（提出日前３か月以内に発行されたもの。写し可）

又はこれらに準ずるもの。 

 

キ 決算関係書類（過去１年分の貸借対照表及び資金収支計算書又はこれに準ずる書類） 

 

ク 前記「３ 参加資格 」（１）から（９）のいずれにも該当する旨の誓約書（様式４
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号） 

 

（２）企画提案説明書の記載事項（企画提案の内容） 

仕様書を踏まえ、次の項目について提案を行うこと。 

なお、提案に当たっては、「① 仕様書の内容を具体化したもの」「②仕様書に独自で

上乗するもの」「③仕様書と異なる提案を行うもの」の別が明確に判別できるようにす

ること（②、③の箇所について、その旨記載があれば可） 。 

 

ア 基本方針 

本業務を実施する上で基本方針及び特に重要と考えるポイントを簡潔に記載する

こと。 

 

イ 実施体制 

本件業務の管理体制や作業の役割分担について記載し、主な従事者については本業

務と類似業務の実績を具体的に記載すること。 

 

ウ 実施スケジュール 

企画、取材、記事作成、撮影、編集などに適宜区分して、それぞれ具体的なスケジ

ュールを記載すること。 

 

エ 業務内容 

仕様書の「４ 業務内容」について具体的に記載すること。 

 

（３）企画提案書等の提出方法 

   提出書類については、すべて PDFにて提出すること。なお、必要に応じて原本の提出

を求めることがある。 

 

ア 提出期間 

令和７年３月４日（火）９時から令和７年３月７日（金）１２時（厳守） 

 

イ 提出方法 

電子メールにて提出とする。なお、送信後必ず電話で着信確認をすること。 

 

ウ 提 出 先 

公益財団法人埼玉県公園緑地協会 経営企画部企画課 

（E-mail）kikaku＆parks.or.jp（＆を@に変換してください） 

（電 話）０４８－６４０－１５９３ 
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７ 委託候補者の選定方法 

協会が設置する「令和７年度埼玉県公園緑地協会ホームページ広報事業業務委託候補者

審査委員会」（以下、「審査委員会」という。） において企画提案書等を用いたプレゼン

テーション審査（以下、「プレゼン」という。）を行い、総合的に審査し、評価が最も高

かった提案者を委託候補者として選定する。 

【審査の手順】 

（１）審査委員会において、各提案者が個別に提案内容について説明し、質疑を行う。 

このとき、「９ 審査基準」により評価を行い、この合計点数が一番高い者を委託候

補者とする。 

（２）プレゼンの日時については、企画提案書等を提出した全員に対して、企画提案書の

受理確認を通知する電子メールに併せて通知する。 

（３）提案者１者当たりの出席者は、最大３名までとする。 

（４）提案者１者当たりの実施時間は、２５分（提案説明１０分、質疑応答１５分）とす

る。 

（５）提案者１者当たりのプレゼンに使用できるパソコン等は、１台のみとする。なお、

希望者はＨＤＭＩ端子により接続された大型ディスプレイを用いてプレゼンがで

きる。ただし、使用予定の大型ディスプレイは、音声の出力はできない。 

   ※パソコンのОＳは Windows10もしくは 11とする。Macは使用不可とする。 

 （６）企画提案書等を提出した者が１者のときは、審査委員会が提案内容を総合的に審査

し、本業務の委託先として適当であると認めた場合に、当該企画提案書等を提出し

た者を委託候補者として選定する。 

 （７）審査の結果については、参加者全員に対して、令和７年３月１９日（水）までに電

子メールで通知する。なお、審査及び審査結果についての問い合わせには応じない。 

 

８ 審査日時及び会場 

（１）日時 

令和７年３月１３日（木）（予定） ※正式決定後、上記７（２）の方法で通知する。 

（２）場所 

〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 4-130 

公益財団法人埼玉県公園緑地協会 本部 ２階大会議室 

 

９ 審査基準 

 

審査項目 審査内容 点数 

ホームページ広報の内

容 

仕様書を的確に踏まえ、明確かつ具体的に提案され

ているか。 
１０ 

利用者のターゲットを踏まえた上で、ストーリー性

の高い魅力的かつ具体的な提案となっているか。 
１０ 
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テーマ設定など、タイムリーな情報をわかりやすく

伝える工夫がなされているか。 
１０ 

誘客促進など読者のアクションに結びつけるよう

なインパクトのある工夫がなされているか。 
１０ 

デザイン、レイアウト、写真・動画等が見やすく、

興味・関心を引きつけるような工夫がなされている

か。 

１０ 

夏季プールチケット販売方法紹介ツールは、デザイ

ン、レイアウトが分かりやすく、購入意識が高まる

ような工夫がなされているか。 

１０ 

業務の実施体制 

責任者、役割分担等が具体的に示され、本業務 

を的確に実施できる体制となっているか 。 

また、主な従事者の同種業務の実績は十分か 。 

１０ 

スケジュール 全体及び作業ごとのスケジュールが適切であるか。 １０ 

同種の制作実績 
本件と同種の業務について、過去５年以内に十分な

受託実績があるか。 
１０ 

見積金額 事業に必要な経費は、適切であるか。 １０ 

合計１００点満点 

 

10 契約の締結 

（１）契約締結前の協議 

・ 委託候補者の選定後、協会と委託候補者との間で業務履行に必要な協議を行う。 

・ また、協議の際、企画提案の一部について変更を求める場合がある。 

（２）契約の締結 

・ 協会と委託候補者との間で協議が整った場合は、 委託候補者に選定された者から

改めて見積書を徴収し、見積書を精査の上、随意契約による委託契約を締結する。 

・ 協議が整わない場合や、契約締結までの間に委託候補者に事故がある場合等は、次

順位の提案者と改めて協議を行う。 

（３）その他 

・ 緊急でやむを得ない理由等により企画提案競技を実施することができないと認め

られるときは、企画提案競技を停止、中止又は取り消すことがある。なお、この場合

において当該企画提案競技に要した費用を協会に請求することはできない。 

 

11 提案の無効に関する事項 

次のいずれかに該当するときは、その提案は無効とする。 

（１）参加資格のない者が提案したとき 

（２）所定の期限及び提出先に提案書を提出しないとき 

（３）同一の企画提案募集に対して、２以上の提案をしたとき 
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（４）同一の企画提案募集に対して、自己のほか、他人の代理人を兼ねて提案したとき 

（５）同一の企画提案募集に対して、２以上の代理人をしたとき 

（６）提案に関連して談合等の不正行為があったとき 

（７）見積書の金額、住所、氏名、印影、若しくは重要な文書の誤脱があったとき 

（８）プレゼンへの参加がなかったとき 

（９）上に掲げるもののほか、提出書類の記載不備やプレゼンへの大幅な遅刻等により、協

会が無効であると判断したとき 

 

12 著作権・著作者人格権 

・ 納品した作品および素材映像の著作権は、全て協会に帰属する。 

・ また、納品した作品及び素材映像について、制作者は著作者人格権の行使を行わない

ものとする。 

 

13 スケジュール 

 

項目 日程 

企画提案の公募開始（HP公開） 令和７年２月６日（木） 

質問受付期間 令和７年２月１７日（月）～２１日（金） 

質問回答 令和７年２月２７日（木） 

企画提案競技参加希望書受付期間 令和７年２月２７日（木）～令和７年３

月３日（月） 

企画提案書受付期間 令和７年３月４日（火）～３月７日（金） 

審査委員会によるプレゼン審査 令和７年３月１３日（木） 

審査結果の通知 令和７年３月１９日（水）まで 

 

14 その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）提出された書類等は返却しない。 

（３）提出された書類等は必要に応じて複写する。なお、使用は協会での使用に限る。 

（４）企画提案に要する経費は、全て企画提案者の負担とする。 

（５）最終的な委託内容の詳細については、委託候補者の選定後、委託契約締結までの間に

協会と協議して決定する。 

（６）契約書作成の要否：要 

 

15 問合せ先 

   〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 4-130 

   公益財団法人埼玉県公園緑地協会 経営企画部企画課 府瀬川、小林 

   電話：０４８－６４０－１５９３ 
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電子メールアドレス：kikaku＆parks.or.jp（＆を@に変換してください） 

 


